
　平成８年７月 12 日、堺市において学校給食に起因する腸管出血性大腸菌 O-157 に

よる学童集団下痢症が発生しました。9,523 人もの方々が苦しみ、尊い命が失われ

る大変悲しい出来事となりました。

　堺市では、この出来事を決して忘れることなく、亡くなられた方々への追悼と、

今なお苦しまれている方々への思い、そして「二度と同じことを繰り返さない」と

いう強い決意を込めて、７月 12 日を「O-157 堺市学童集団下痢症を忘れない日」と

定めています。

2. 「O-157 堺市学童集団下痢症を忘れない日」

　７月を迎えました。４月に新しい学年がスタートしてから約３か月。

振り返ってみると、あっという間の時間だったのではないでしょうか。

新しいクラス、新しい仲間、新しい先生との出会い。日々の学校生活

や行事を通して、少しずつ自分らしさを発揮し、それぞれの場所で輝

く姿をたくさん見せてくれました。６月には、３年生は沖縄への修学

旅行、２年生は滋賀方面への宿泊学習、そして１年生はニフレルへの

校外学習がありました。仲間と協力することの大切さ、目標に向か

って努力することの意味、時にはうまくいかない経験も含めて、

すべてがみなさんを成長させる大切な学びだったと思います。

　さて、１学期も残りわずかです。みなさんは、この３か月でどんな「強み」を伸

ばすことができましたか。どんなことに挑戦できましたか。大切なことは、誰かと

比べることではなく、昨日までの自分より少しでも成長できているかです。小さな

努力でも、毎日積み重ねれば必ず大きな力になると信じています。

　「終わり良ければすべて良し」という言葉があります。７月 17日は終業式。いよ

いよ夏休みが始まります。でも、その前にまず、この１学期をしっかりと締めくく

りましょう！授業、部活動、友達との時間、普段の生活。残された１日１日を大切

にして、「最高の１学期だった」と胸を張って言えるようにしましょう。さあ、あと

少し。「やるときはやる！」「やったらできる！」１学期のラストスパート！深井中

央中生みんなで、最後まで“光り輝く”時間にしましょう！

１． 7 月を迎えて～



　7月 2 日（月）から水泳授業が始まります。それに伴い、時間割が変更になりま

すので、確認と準備をお願いします。水泳は、普段の体育では味わえない水の中で

の運動を楽しみながら、多くのことを学ぶことができる授業です。楽しみにしてい

る人も多いと思います。しかし、水泳は楽しさがある一方で、危険も伴う授業です。

だからこそ、何よりも大切なのは「安全第一」。一人ひとりが最低限の約束を守る

ことが、自分自身の命を守ることはもちろん、仲間の安全にもつながります。

　特に次のことを必ず守ってください

①

② 朝ご飯をしっかり食べて登校すること。

③ こまめに水分補給をすること。（水の中でも熱中症になることがあります。）

④ 少しでも体調が悪いと感じたり、しんどくなったりしたときは、決して無理を

　 せず、近くの友達や先生に必ず伝えること。

一人ひとりが安全への意識を持ち、お互いに声をかけ合いながら、安全で楽しく、

学びの多い水泳授業にしていきましょう。

４． 水泳授業が始まります

本校において深井中央中学校区「青少年健全育成協

議会総会」を開催しました。当日は、PTA をはじめ、地域の皆様、小学校・

こども園の先生方など、多くの方々にご参加いただきました。子ども

たちを取り巻く環境は、社会の変化とともに日々大きく変化していま

す。

「子どもたちのために何が

できるか」という共通の思いのもと、有意義な時間となりました。改めて、学校・家

庭・地域の連携をさらに深めていくことの大切さを確認する機会となりました。
　なお、今年度はソフィア・堺で実施していた合同開催を見直し、各種表彰はそれぞれの学

校園で実施します。また、これまでの活動や作品をまとめた冊子を発行する予定です。

３． 青少年健全育成協議会 総会

　時間が経つと、どうしても記憶は薄れていきます。しかし、忘れてはいけないこ

と、次の世代へつないでいかなければならないことがあります。

　命を守ること。安全を当たり前と思わず、一つひとつの取り組みを大切にするこ

と。中学校でも全員喫食制給食が始まっています。だからこそ、この出来事をしっ

かりと心に刻み、「安心・安全」の大切さを改めて考える機会にしたいと思います。

　「O-157 堺市学童集団下痢症を忘れない日」にあわせ、亡くなられた方々

への追悼と、二度と同じことを繰り返さない誓いを込めた式典が行われます。

　　　　・日時：７月 12 日（土）午後４時～

　　　　・場所：堺市役所前　慰霊碑「永遠に」前



　7月 2 日（木）から 9月 11 日（金）までの期間は、体操服での登校を可能とい

たします。水泳授業の開始に伴い、体操服を着用する機会が少なくなることから、

給食当番の際の衛生面を保てることや、暑さ対策を目的として実施いたします。

　なお、体操服登校は強制ではありませんので、 ご家庭のご都合やお子様の状況に

合わせて、制服・体操服のいずれで登校してください。

　また、定期テストや学校行事などでは、制服での登校をお願いする場合がありま

すのでご理解とご協力をお願いいたします。

５．体操服登校について


